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令和８年度千歳市予算編成方針 

 

 

１ 日本経済と国の動向 

 (1) 日本経済と道内経済の動向 

   我が国の経済については、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えること

が期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が必要であることに加

え、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の

景気を下押しするリスクとなっている。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必

要があるとされております。 

道内経済の動向については、緩やかに持ち直しているとされており、先行きについては、国際経

済の動向等を十分注視する必要があるとされております。 

 

(2) 国の施策の動向 

    本年６月１３日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針２０２５」（骨太方針２０２

５）では、「新しい資本主義」の実現に向けた取組によって、３０年続いたコストカット型経済は

終焉を迎えつつあり、５％を上回る賃上げが２年連続して実現したことから、この取組を更に進

め、「賃上げこそが成長戦略の要」との考え方に立って、最低賃金の引上げを含め、物価上昇を安

定的に上回る賃上げを実現する。そして、国民が「今日より明日はよくなる」と実感でき、ふるさ

とへの思いを高めることができる「新しい日本・楽しい日本」を実現することを目指すための経済

財政運営と改革の基本方針が示されております。 

   当面の経済財政運営については、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」及

び令和６年度補正予算並びに令和７年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行するととも

に、令和８年度予算編成に向けた考えた方では、当面のリスクへの備え・対応に万全を期すほか、

賃上げ支援の施策を総動員するとともに、日本経済全国津々浦々の成長力を強化することによっ

て、成長型経済への移行を確実にすることを目指し、この方針及び骨太方針２０２４に基づき、中

期的な経済財政の枠組みに沿った編成を行うことや地方創生２．０の推進等の重要政策課題に必要

な予算措置を講ずることによってメリハリの利いた予算編成を行うことが示されております。 

また、地方公共団体が行う公共事業や施設管理、サービス等における価格転嫁の推進等や、地域

を支える老朽インフラの適切な管理、地域医療提供体制の確保等のための取組を進めるとともに、

地方の一般財源の総額を確保して、地域における賃上げを起点とした成長型経済の実現を支える地

方行財政基盤の持続性を確保・強化することが示されております。 

 

２ 地方財政を取り巻く環境 

令和８年度予算の概算要求における総務省の地方財政収支の仮試算では、「経済財政運営と改

革の基本方針２０２５」等を踏まえ、一般財源の総額について、令和７年度地方財政計画の水準

を下回らないよう実質的に同水準を確保し、歳入歳出総額で、１兆８千億円増の９８．９兆円が

見込まれたところであります。 

このうち歳入については、地方税等は１兆円の増（2.1％）、うち地方税で９千億円の増

（2.0％）及び地方譲与税で１千億円の増（4.0％）、地方交付税で４千億円の増（2.0％）、国
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庫支出金は社会保障関係費などで５千億円の増（2.7％）と見込まれております。 

地方歳出については、投資的経費は前年度同額としておりますが、給与関係経費で人事院勧告

を反映し８千億円の増（3.8％）とし、社会保障関係費の増により一般行政経費で９千億円の増

（2.0％）が見込まれており、地方団体が地方創生２．０やＤＸ・ＧＸの推進、防災・減災対策

の取組の強化、老朽インフラの適正な管理、地域医療提供体制の確保、物価高を踏まえた公共事

業や施設管理、サービス等における価格転嫁の推進など、活力ある持続可能な地域社会の実現等

に取り組むことができるよう、安定的な税財政基盤を確保することとしております。 

 

３ 千歳市の財政状況 

令和６年度決算の状況は、歳入では、ふるさと納税等による寄附金の増、減債基金繰入金など

による繰入金の増、前年度の土地売払収入などによる繰越金の増など臨時的な収入の増などによ

り、総額は前年度に比べて約７５億円、１３．０％の増となり、歳出では、人件費や扶助費の増

に加え、第三セクター等改革推進債の繰上償還など公債費の増による義務的経費の増、投資的経

費の増、土地売払収入の財政調整基金への積立等その他諸費の増などにより、総額は前年度に比

べ約８４億円、１５．４％の増となり、実質収支では約１８億１千万円の黒字となり、経常収支

比率は８８．８％で１．２ポイント上昇したものの、実質公債費比率は７．０％で０．４ポイン

トの低下、将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担を上回り、昨年度に引き続き算定されな

くなるなど、厳しい財政運営の中において黒字決算となり、財政指標等の改善が図られました。 

令和７年度の当初予算については、一般会計では、人件費や自立支援給付事業費、子ども医療

費助成事業費などの扶助費の増により、経常的経費が約１９億６千万円の増となったほか、新た

な工業団地の造成に伴う土地区画整理事業特別会計繰出金の皆増などにより臨時的経費が約４５

億１千万円の増となり、総額５９５億２千万円、前年度と比べ６８億４千万円の増、増減率は１

３.０％の増、６特別会計と公営企業会計を加えた全会計の予算の総額では、１，００２億６千

万円、前年度と比べ１２５億９千万円、１４．４％の増により編成したところであります。 

このような状況の中、１０月に取りまとめた「令和８年度予算概算要求」では、歳入一般財源

で、市税については、令和７年度決算見込みを踏まえ増が見込まれるほか、国の概算要求におけ

る地方財政収支の仮試算においては、地方交付税で４千億円の増（2.0％）が見込まれておりま

す。 

一方、歳出一般財源においては、人件費や扶助費の増加、物件費では、公共施設の施設管理経

費や業務委託料の上昇など、維持補修費では、除排雪事業費や道路維持管理業務経費など、補助

費等では病院事業繰出金などで増加が見込まれているほか、繰出金についても社会保障費の増加

に伴い増加する見通しであります。 

この結果、令和８年度予算概算要求では、約４４億円の収支不足が発生し、財政調整基金繰入

金８億円のほか、心のふるさと千歳基金繰入金５億円を見込んでも、約３１億円の収支不足解消

が必要となり、財政運営は極めて厳しい環境におかれています｡ 

 

４ 予算編成の基本的な考え方 

令和８年度予算編成に当たっては、第７期総合計画に沿ったまちづくりとして、まちの将来都

市像の実現に向けた取り組みが求められますが、前述のとおり、厳しい予算編成が想定されるこ

とから、新規事業にあっては、優先順位を見極め、スクラップアンドビルドを基本とするほか、

継続事業にあっても、ゼロベースからの見直しを基本とします。 

予算編成の手法としては、部局別枠配分方式に継続して取り組むこととし、対象は、義務的経

費や負担の確定している経費などを除く予算額に対して、「ゼロシーリング」としますが、財政
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状況を踏まえ、シーリング内の予算においても、ゼロベースの観点で整理し、ローリング事業費

についても、事業内容の見直しや事業期間の延長など、投資的経費の圧縮に向け、企画部の査定

を経て、総務部において予算調整を行います。 

また、第２期財政標準化計画の見直しにより、一部の財政規律を緩和しておりますが、多額の

収支不足が発生しており、事業の厳選が求められます。 

以上のことを踏まえ、令和８年度予算編成に当たっては、「第７期総合計画」及び「第２期財

政標準化計画」を着実に推進するとともに、人口増加が続く、持続可能な千歳の未来に向けて、

直面する課題の解決に積極的に取り組む必要があることから、引き続き、「歳入に見合った歳

出」を念頭に、「限られた財源により最大の効果を挙げる」予算とするため、より一層の「選択

と集中」によりメリハリのある予算を編成する必要があります。 

これらのことを踏まえ、令和８年度予算は、次により編成することとします｡ 
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予算編成の基本方針 

 

１ 基本方針 

(1) 第７期総合計画の推進 

第７期総合計画に沿ったまちづくりとして都市としての魅力を高め、第７期総合計画の６年次目

にあたり、厳しい財政状況の中にあっても、まちの将来都市像の実現に向け取り組むこと。 

 

(2) 第２期財政標準化計画の推進 

令和８年度予算編成においては、「第２期財政標準化計画」の見直しにより、令和８年度から５

年間を「成長加速期間」として位置づけており、一部の財政規律を緩和し、本市の抱える課題に全

力で取り組みつつ、より強固で持続可能な財政基盤の確立を目指す。 

また、令和８年度予算概算要求において、人件費や物価高騰等の影響を受け、収支不足額が著し

く増大していることから、事業費の圧縮に努める一方、市民生活や市内経済への影響等を考慮する

とともに、令和６年度決算額を踏まえ８億円を超えた財政調整基金の活用についても検討する。 

 

【財政標準化計画の目標】 

① 起債発行額は１５億円以内（臨時財政対策債等の特例債を除く） 

② 財政調整基金繰入金（財源調整分）は８億円程度 

③ ローリング事業一般財源額の範囲は７億円程度 

 

(3) 事業の縮小や廃止の検討 

予算の要求にあたっては、財政の健全性に十分配意することとし、歳入の確保に最大限努力する

とともに、特に、歳出においては、行政全般にわたり費用対効果などを再確認し、全事務事業につ

いてゼロベースから事業の廃止、統合、縮小、簡素化などの見直しを図ること。 

 

 (4) 行財政改革の推進 

「千歳市行政改革基本方針」及び「働き方改革」を着実に推進するとともに、令和８年度予算概

算要求においては、多額の収支不足が見込まれることから、従来からの慣行や経緯、価値観や手法

にとらわれず、事業のスクラップの徹底（既存事業の統合や縮小を含む。）を念頭に、事務事業の

徹底した見直しにより大胆な歳出削減に取り組み、限られた財源の中で、予算の重点化など選択と

集中によって自主自立のまちづくりを目標とした取組を進める。 

 

２ 予算要求 

(1) 経常的経費、臨時的経費等（ローリング事業費を除く）については、各部局において、次に掲げ

るものを除き、令和７年度の当初予算の一般財源総額以下とし、臨時的経費についても、緊急性等

を勘案し、真に必要なものを厳選すること。（ゼロシーリング） 

また、次年度は、厳しい予算編成が想定されることから、新規事業にあっては、優先順位を見極

め、スクラップアンドビルドを基本とし、継続事業にあっても、ゼロベースからの見直しを基本と

すること。 
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① 人件費、公債費及び扶助費 
② 令和７年度で終了する経費（リース料、臨時的修繕等を含む） 
③ 債務負担行為等により当該年度の支出額が確定しているもの 
④ 新たに予定している事業のうち一般財源が 5,000 千円以上の臨時的経費等 
⑤ 燃料（燃料費）及び電気料金（光熱水費）単価の変更による需用費の増減分 
⑥ 委託料の増減率の変更に伴う増減分 
⑦ 予備費及び過年度税等還付金 
⑧ 緊急性を要するなど、速やかな対応が必要となる修繕費（1 件 1,000 千円を超えるもの） 
⑨ 旅費の改正に伴う宿泊費・宿泊手当増額分（シーリング内で調整が困難な、やむを得ない理由

がある場合） 
 

(2) 事前評価の対象となっている新規事業（ソフト５００万円以上、ハード１，０００万円以上） 

で、事前評価表を提出していない事業については原則認めない。 

 

(3) 国等や経済の動向、制度の改正などを見極めながら、歳入に当たっては、確実に見込み得る財源

をもって編成し、歳出に当たっては、国の措置等に合わせ、適時見直し・改正等を行うこと。 

 

３ 予算編成過程における検討事項 

(1) 義務的経費の増加を抑制するため、次の事項について、積極的に検討すること。 

  ① 人件費 

    ・「千歳市行政改革基本方針」に位置づけた「定数管理」を遵守すること。 

・「民間委託等」民間活力の活用を積極的に検討すること。 

・会計年度任用職員については、適正配置等を再検討すること。 

・退職手当等が増加する場合は、職員退職手当基金の活用を検討すること。 

  ② 扶助費 

     ・「法定受託事務」や「法律・政令により事務処理が義務付けられる自治事務」については、

単に予算額を増加することなく、単価及び補助率の見直しなどにより財源を生み出すととも

に、過大に見積もることのないよう精査し、扶助費の抑制に努めること。 

    ・市単独及び国や北海道の制度への上乗せ横出しの扶助費については、扶助費全体の増加傾向

を抑制する必要があることから、真に支援を必要としている者に対する持続可能な制度とな

るよう制度構築すること。 

   ③ 公債費 

    ・過去に借り入れた起債のうち高利率のものについては、繰上償還を検討すること。 

 

(2) 予算の重点化 

現下の課題解決に向けて策定する「（仮称）定住未来戦略パッケージ」に該当する事業に対し、

予算の重点化を図る。 

 

 (3) 長期保有資産の活用検討 

  ① 基金に属する現金は、千歳市基金条例第６条各項の規定に基づき管理し、有価証券など有利な

管理を検討する。 

 
（管理） 
第６条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。 
２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 
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(4) 自治体ＤＸの推進 

働き方改革の推進や、効果的・効率的な行財政運営を目指すため、「千歳市行政改革基本方針」

に位置づけた情報システムの標準化・共通化、ＩＣＴ（ＡＩ、ＲＰＡ）の活用など、自治体ＤＸの

推進について検討すること。 

 

 

【その他 個別詳細事項】 

１ 歳入予算関係 

(1) 歳入の見積りに当たっては、令和６年度の決算、令和７年度の収入状況、国の概算要求、制度改

正及び社会経済の動向等あらゆる資料・情報に基づいて適正な財源の捕捉に努め、過大若しくは過

少見積りとならないよう十分留意すること。 

 

(2) 税、使用料、手数料、その他の収入については、適切な債権管理の推進により、収入未済の防止

を図り、安定的な収入の確保に努めること。 

 

(3) 多額の収入未済額を抱える歳入については、「千歳市債権の管理に関する条例」及び「千歳市債

権の管理に関する事務処理要綱」などにより具体的な対策を講じるとともに、収納率の一層の向上

に最大限の努力を傾注すること。 

 

２ 歳出予算関係 

(1) 投資的経費については、緊急性・市民要望・投資効果等を勘案し、各省庁の国庫補助金や道補助

金等のほか、再編関連訓練移転等交付金、特定防衛施設周辺整備調整交付金の活用、起債等財源の

見通しを十分検討の上、厳選すること。 

 

(2) 補助金等については、改めて必要性を検証するとともに、内容についても十分精査すること。 

 ① 補助交付団体に対して、担当課は、予算編成方針の内容を必ず伝達するとともに、事業の必要

性を見極め、必要最低限の事業のみ実施するための予算編成となるよう指導すること。 

  ② 安易に前年度実績を計上することなく、市民説明や情報開示ができるよう、規則、要綱、要領

の制定などにより、補助の目的、補助対象経費などの明確化を図るとともに、交付団体等の決算

状況などを精査の上、適切に対処すること。 

 

(3) 公共施設の維持補修費等については、大規模改修及び建替え時期等を十分検討し、各種補助金、

再編関連訓練移転等交付金、特定防衛施設周辺整備調整交付金などの財源を活用すること。 

 

３ 債務負担行為 

令和８年度で終了する「公共施設の指定管理者に係る協定」に係る令和９年度からの債務負担行

為の追加は、期間の検証などを行った上で、当初予算で措置すること。 

 

４ 詳細な予算編成事務については、「令和８年度予算編成事務要領」によるものとする。 
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【資 料】 

千歳市第２期財政標準化計画 

 

◎財政標準化計画の趣旨 

第１期計画の最終年を迎え、中長期財政収支見通しを検証した結果、歳入一般財源においては、当

面、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、法人市民税などの市税の減収や地方譲与税の減収等に

より、総額縮小が続くものと見込まれ、歳出一般財源においては、定年延長などによる人件費の増

加、高齢化の進展等による社会保障関連経費の増加、大型事業の実施に伴う公債費の負担など、義務

的経費全般が大幅に増加する見込みであることに加え、維持補修費についても公共施設等の大規模改

修等による増加傾向が見込まれ、極めて厳しい財政状況が続く見通しとなっている。 

また、基金残高については、第１期計画の取組などによって残高を確保したことにより、新型コロ

ナウイルス感染症拡大に伴う対策を迅速に実施してきたところであり、今後も、財政収支の悪化等の

不測の事態への備えとして、適正な基金残高を確保する必要がある。 

このような状況から、その時々の社会情勢などの環境変化に的確に対応し、福祉や教育、まちづく

りなど真に必要な行政サービスを安定的に提供するため、引き続き、より強固で持続可能な財政基盤

を確立するため、「千歳市第２期財政標準化計画」を策定する。 

 

◎第２期財政標準化計画の改訂の趣旨 

「千歳市第２期財政標準化計画」では、令和８年度から後期期間（成長加速期間）として位置づけ

ているため、計画の改訂を実施する。 

  計画の改訂にあたり、中長期財政収支見通しを再検証した結果、歳入一般財源においては、市税収

入の増加が見込まれる一方、歳出一般財源では、人件費や扶助費といった義務的経費が大幅に増加す

る見込みであることに加え、物件費・維持補修費などの任意的経費も同様に増加傾向にあり、今後も

厳しい財政状況が続く見通しとなっている。 

 その一方、本市では、高度経済成長期に多くの公共施設等の整備を進めたため、現在、老朽化が顕

在化しており、今後、一斉に大規模な改修や更新等の時期を迎え、さらに、近年の資機材高騰等へも

対応が求められる。そのため、将来にわたって持続可能な公共施設等の運営を実現するためには、個

別施設計画等に基づき、長期的な視点による計画的な改修や統廃合等を進めることが求められ、こう

いった課題も踏まえたうえで、計画の改訂を実施する。 

 

◎財政標準化計画の期間 

第２期財政標準化計画の計画期間は、令和３年度から令和１２年度までの１０年間とし、前期と後

期に分け、次のように位置付ける。 

①前期：財政収支安定化期間 ～ 新型コロナウイルス感染症からの回復～ 

期間：令和３年度から令和７年度までの５年間 

内容：新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応と回復期間を５年と想定し、財政収支の安

定化に取り組む。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大、収束の状況、経済の回

復等の状況を注視し、後期からの前倒し移行についても随時検討する。 
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②後期：成長加速期間 ～ 人口１０万人を目指して対策を加速～ 

期間：令和８年度から令和１２年度までの５年間 

内容：令和１２年度の目標人口１０万人を目指し、発展の加速期間を後期５年と想定し、目標値

の再検証を行い、見直しを実施する。 

 

◎財政標準化計画の目標等 

１ 収支バランスの維持 

○当初予算の財政調整額（財政調整基金繰入）の水準 ８億円 

○ローリング事業費一般財源枠           ７億円 

 

２ 債務改革 

○地方債発行額の抑制（上限額の設定） 

・令和８年度～令和１２年度 １５億円（臨財債等の特例債及び災害復旧事業債を除いた額） 

 

３ 資産改革 

○基金残高の確保 

 Ｒ２ Ｒ７ Ｒ１２ 

財 政 調 整 基 金 ３９億９千万円 ４１億６千万円 ４２億円 

減 債 基 金 ２億１千万円 １０億４千万円 ６億円 

公共施設整備基金 ２８億６千万円 ３６億２千万円 ２５億３千万円 

職員退職手当基金 １４億５千万円 １４億７千万円 １３億９千万円 

心のふるさと千歳基金 １２億２千万円 ８２億１千万円 １７億円 

 

◎財政指標の想定 

 Ｒ２ Ｒ７ Ｒ１２ 

経常収支比率 ８９．８％ ８９．９％ ９５．０％ 

実質公債費比率 ８．２％ ６．３％ ６．４％ 

将来負担比率 １６．６％ － － 
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令和８年度千歳市予算編成事務要領 

 

 

予算の編成事務は、次の事項に留意して行うこと。 

なお、経常的経費及び臨時的経費については、一般財源の枠配分方式により行うが、一般財源が 

５００万円以上の臨時的経費については、積み上げ方式で行う。 

ローリング事業については、実施予定事業項目の指示による積み上げ方式により編成するものとす

る。 

 

 

１ 歳入に関する事項 

歳入の見積りに当たっては、市財政が厳しい状況にあることから、その確保に最大限努力するもの

とし、法令その他の根拠に基づき、正確な積算基礎により確実な見込額を計上すること。 

 

（１）市 税 

国の税制改正、経済の動向等を勘案の上、積算することとし、課税客体の完全捕捉、納税に関す

る督励指導や滞納処分の強化などを図り、収納率向上に最大の努力をすること。 

 

（２）地方譲与税、地方交付税、地方消費税などの交付金 

国の地方財政計画、地方財政対策及び制度改正などを十分勘案の上、積算すること。 

 

（３）分担金及び負担金 

事業の性格、受益の内容等を十分検討の上、負担の適正化に努め的確に積算すること。 

 

（４）使用料及び手数料 

受益者負担の原則に基づき、住民間の負担の公平、社会経済情勢の推移等を考慮し、見直しを行

うとともに算定基準を検討するなど、常に適正な単価を設定し的確な積算をすること。 

ただし、平成１８年度に「使用料等受益者負担の見直しの方針」により見直しを実施したものは

除くこと。 

また、令和６年度決算において予算額との乖離が著しいものについては、その原因等を分析し、

適正な見積り・積算に努めること。 

 

（５）国・道支出金 

国・道補助金の見直し等の動向に十分留意の上、関係機関との連絡を密にしながら的確な積算を

行うこと。 

また、基地所在に係る関係財源については、引き続き拡充確保に努めること。 

 

（６）財産収入 

未利用となっている市有地の有効活用に努めるとともに、今後において公的利用計画のない土地

については、なお一層の販売促進活動に努め、早期処分を図ること。 
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（７）市 債 

国の地方債計画、同意基準、事業の適債性及び充当率を考慮し、将来の財政運営への影響を十分

踏まえた中で、安易に財源を起債に求めることのないよう慎重に検討の上、計上すること。 

また、「千歳市第２期財政標準化計画」において、令和８年度の地方債発行上限額（臨時財政対

策債等の特例債及び災害復旧事業債を除き）を１５億円としていることに十分留意し、起債額の抑

制に努めるとともに、後年次の地方交付税措置等を勘案して対象事業の選択を行うこと。 

なお、ローリング事業に係る地方債措置に当たっては、対象事業の適否や充当額などについて、

あらかじめ財政課と協議の上、措置すること。 

 

２ 歳出に関する事項 

現下の厳しい財政状況を勘案し、人件費等の抑制や内部管理経費等の見直しを徹底すること。 

ローリング事業を除く経常的経費及び臨時的経費については、各部局において、予算編成方針に定

めた部局別枠配分方式による要求とし、新規事業にあっては、行政評価（事前評価）をもとに事業の

必要性、緊急性等を十分検討すること。 

また、既往の予算にとらわれることなく全事務事業について、ゼロベースからの検討・見直しを図

ることとし、一般財源の増加を招くことのないよう留意すること。 

 

（１）報 酬 

会計年度任用職員等は、「会計年度任用職員の単価表」（以下単に「単価表」という。）により

計上すること。また、厳格な職員配置により抑制に努めること。 

 

（２）共済費 

会計年度任用職員等を任用する場合は、単価表による保険料を計上すること。 

 

（３）旅 費 

業務の必要性、効果を十分検討し、日程・回数・人数等を必要最小限にとどめ、前年度実績によ

るなど安易な計上は厳に慎むこと。 

また、同一業務に係る会議等への出張は、やむを得ない場合を除き１名とすること。 

なお、各種審議会、委員会等の道外視察、道外研修及び職員の海外研修は、原則凍結を継続す

る。 

 

（４）報償費 

附属機関以外の私的諮問機関（その他の会議）の委員等に係る謝礼については、「附属機関等の

設置及び運営等に関する指針（ガイドライン）」に基づき原則無報酬とし、謝礼等の計上は行わな

いこと。 

また、役務の提供や施設の利用、市政に対する協力が特にあった者への謝意などに係る金品等の

経費については、説明責任を果たすため、それぞれの積算根拠等を明らかにすること。 

 

（５）交際費 

行政執行上、真に必要な場合に限り、節度ある範囲で厳選して計上すること。 
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執行に当たっては目的を明確にし、人数、経費等を必要最小限にとどめるとともに、支出基準の

見直しにより削減を図ること。 

また、国、道等との官官に係る執行は基本的に認めない。官官の範囲は、国（独立行政法人、国

立大学法人等を含む。）及び地方公共団体（地方独立行政法人を含む。）とする。 

 

（６）需用費 

ア 式典等に係る記念品は廃止とする。 

イ 消耗品費、印刷製本費については、死蔵事務用品の活用やペーパーレス化などさらに徹底した

節減に努めること。 

特に、庁用資料等の作成に当たっては必要最小限とし、コピー費の節減や単価の見直しに努

め、印刷についても外部印刷物の部数の見直しや庁内印刷の有効利用を図ること。 

新聞・雑誌・追録等の購読は見直しを行い、経費の節減を図ること。 

毎年、隔年発行の広報誌、機関誌等については、発行頻度等を再検討すること。 

ウ 光熱水費については、現行料金(上下水道料金を除く。) によることとし、節減を図り効率的な

使用に努めること。 

エ 燃料費については次の単価（税込み）により計上すること。 

なお、単価は原油価格の情勢を踏まえた予算単価としているが、今後の原油価格の動向、１２

月分の単価契約の状況等により見直す場合があるので留意すること。 

 

（ア）ガソリン     171.600円／㍑ 

（イ）軽  油   154.090円／㍑ 

（ウ）重  油 ４㌔㍑以上 127.600円／㍑ 

   ４㌔㍑未満 129.800円／㍑ 

（エ）白 灯 油   124.300円／㍑ 

※１ 重油については発注量により単価が異なるので十分留意すること。 

※２ 暖房等の効率化、節減に対する改善目標を立てるなど、更なる省エネルギー化を徹底す

ること。 

※３ プロパンガスは、光熱水費に計上するものとする(光熱水費以外の使用目的の場合を除

く。)。 

 

オ 食糧費については行政事務上、真に必要な場合に限り節度ある範囲で厳選して計上することと 

し、執行に当たっては目的を明確にし、人数、経費等を必要最小限にとどめ節減に努めること。 

また、国及び道等との官官に係る執行は基本的に認めない。 

官官の範囲は(５)の交際費で示した範囲とする。なお、各種会合後の飲食を伴う懇談会の廃止

を徹底すること。 

 

（７）役務費 

各種団体等の郵便料などは、団体の独自財源を活用すること。 

また、保険料については、行政目的に係るボランティア活動などに対し、ボランティア保険等へ

の加入など必要な予算措置を講ずること。 
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（８）委託料 

業務内容（日数、回数の減等）・項目を抜本的に見直し、業務に支障を来さない最小経費による

効率化に努め、改定率はプラス３．０％を上限とする。 

また、小規模施設等の設計業務の直営化の徹底を図るとともに、指定管理者制度の移行後のモニ

ターの徹底などにより市民サービスや施設管理運営の状況などを検証すること。 

そのほか、引き続き、地域住民やボランティア等の活用などを図ること。 

 

（９）使用料及び賃借料 

会議等の会場使用については市有施設の利用を徹底し、車の借上げ等はその必要性を十分考慮

し、節減に努めるとともに、公用自転車の積極的な活用を図ること。 

また、高速道路の使用は自粛し、時間や交通状況等により真に必要な場合の利用とし、特定目的

以外のタクシー利用については廃止する。 

 

（10）備品購入費 

事務用・庁用備品の購入及びコンピュータ機器等の導入・更新に関しては、行政管理課と協議す

ること。 

その他の備品は、用途・頻度等を熟慮の上、必要最小限のみ臨時費で計上すること。 

 

（11）負担金・補助及び交付金 

前年度実績を安易に計上することなく、行政の責任分野、経費負担のあり方、行政効果等を精査

し、整理合理化を図り、補助金等の新設は極力抑制すること。 

外郭団体等にあっては、経営改善の促進を図り、補助金、委託料等の抑制を図るとともに、その

公益性の確保などに向けた指導・助言等を行うこと。 

外郭団体等の退職者補充については、社会的な動向などを勘案し、正職員の採用等は最小限にと

どめること。 

また、協議会等の脱会など負担金、補助及び交付金の抜本的な見直しを図ること。 

 

（12）扶助費 

国の制度の動向などの把握に努め、特に、対象人数の積算に当たっては、市全体の一般財源の配

分に大きく影響することから過大に見積ることなく、十分内容を精査すること。 

 

（13）職員費 

義務的経費の抑制に努めなければならない状況から、厳格な職員配置により抑制に努めることと

し、給与改定の留保財源は見込まないこと。 

また、時間外手当は本俸総額の６．０％以内の計上とし、組織の統廃合を継続するとともに、業

務の見直し・効率化の推進をはじめ再任用制度、民間活用等も含めた執行体制の見直しなどにより

職員補充は最低限とするなど総人件費の縮減に努めること。 

 

（14）維持補修費 

公共施設等については、常に点検を行い適切な機能の維持に努めるとともに、補修が必要なもの

については、効用を発揮する上で必要最小限のものに限り計上すること。 
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（15）その他 

全職員は、経営者意識を持ちながら、中長期的な視点に立ち、令和９年度以降の予算編成に向け

て、歳入の確保対策、義務的経費（人件費等）の抑制策、裁量的経費の見直し（外郭団体補助金、

特別会計など）、投資的経費の抑制に係る見直しを検討し、令和８年度予算においてあらかじめ必

要な措置等を講ずること。 

なお、予算編成前に取りまとめを行った「令和８年度予算要求額調書」の事業毎における一般財

源額を超える要求は認めない。 

 

３ 特別会計・企業会計 

特別会計及び企業会計においても、一般会計と同一の基調により経費の節減に努めることとし、事

業経営の合理化を図り、収入の確保及び経費負担の項目、算定方法の見直し等により独立採算性の確

保に努め、経営の健全化をなお一層推進すること。 

 

４ 予算要求の入力、提出期限等について 

「財務会計システム」への予算要求の入力作業に当たっては、入力漏れがないよう十分留意し、

「当初歳出予算要求書」の「事業説明」及び「事業概要」欄については、今後の情報公開も視野に入

れ、具体的に入力すること。特に、新規の事務事業等がある場合は、入力作業前に必ず財政課と協議

の上、理事者の意思決定を仰ぐこと。 

 

（１）経常的経費、臨時的経費、ローリング事業費 

提出期限 

・経常的経費、臨時的経費 令和７年１０月２７日（月）（入力期限：１０月２３日（木）） 

※債務負担行為がある場合は、「債務負担予算要求書」を１部提出すること。 

※特別会計及び企業会計のうち、一般会計からの繰出金がある場合は一般会計繰出金のみ 

１０月２３日（木）までに入力すること。 

・ローリング事業費 令和７年１０月２０日（月）（入力期限：同日） 

※総務部によるローリング事業費のヒアリングを原則として実施しないこととしている

が、財務会計への入力及び資料の提出は例年通り必要となることから留意すること。 

※国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療特別会計のヒアリングは例年通り年明けに 

実施することとする。 

 

（２）特別会計 

ア 提出期限 令和７年１０月２７日（月）（入力期限：同日） 

土地取得事業、公設地方卸売市場事業、霊園事業及び土地区画整理事業 

イ 提出期限 令和７年１２月１日（月）（入力期限：同日） 

国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療 

           

（３）その他 

この要領によるもののほか、予算編成に必要な事項等については、必要な都度、財政課から通知

するものとする。 


